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規    則 

那覇市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規

則(人事課) 
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収入役訓令 
 

那覇市収入役訓令第１号  

平成１６年１０月２５日  

                         施    行    済 

 

那覇市収入役事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

                    那覇市収入役 名 嘉 元  甚  勝  

 

 

那覇市収入役事務決裁規程の一部を改正する訓令 
  

 那覇市収入役事務決裁規程（昭和６０年那覇市収入役訓令第1号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第２条第1号中「出納室長」の次に「若しくは主幹」を加え、同条第２号中「出

納室長」の次に「又は主幹」を加え、同条第４号中「又は出納室長が指定する主査」

を「以下の職員」に改める。 

 第３条第３号中「５００万円」を「１，０００万円」に改め、同条第８号を削り、

同条第９号中「１５０万円」を「２００万円」に改め、同号を同条第８号とし、同

条第１０号中「１５０万円」を「２００万円」に改め、同号を同条第９号とし、同

条第１１号を同条第１０号とし、同条第１２号から第１５号までを削り、同条に次

の１項を加える。 

２ 主幹の専決事項は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１） 歳入歳出外現金の受払いに関すること。 

（２） 現金の出納保管事務に附帯する記録管理を行うこと。 

（３） 有価証券の出納保管に関すること。 

（４） 振替及び更正による整理に関すること。 

（５） 前各号に定めるもののほか、定例的、かつ、軽易な事務処理に関すること。 

 第４条中「出納室長」の次に「又は主幹」を加える。 

 第５条第２項中「主務の主査」を「主幹」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 主幹が専決すべき事項について、主幹が不在のときは、主務の主査が代決する。 

 

   付 則 

 この訓令は、平成１６年１０月２５日から施行する。  
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公    告 
 

那覇市公告第 ４９ 号 

平成１６年１１月 ２日 

掲    示    済 

 

那覇広域都市計画事業小禄南土地区画整理審議会委員選挙の選挙人名簿の

確定及び委員定数について（小禄南区画整理事務所） 
 

 平成16年12月19日に執行する那覇広域都市計画事業小禄南土地区画整理審議会

委員の選挙の選挙人名簿について土地区画整理法施行令（昭和30年政令第47号）

第21条第3項の規定による異議の申し出がなかったので、同法同令第22条第1項

及び第4項の規定に基づき選挙人名簿を確定し、ならびに選挙すべき委員の数をつ

ぎのとおり公告する。 

 

那覇市長 翁長 雄志  

 

１ 宅地の所有者が選挙すべき委員の数           ７人 

２ 宅地について借地権を有するものが選挙すべき委員の数  １人    

 

 

 

 

教育委員会規則 
 

 

那覇市教育委員会規則第 11 号 

平成１６年１０月２５日 

施     行      済  

 

 

 那覇市立学校設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公

布する。 

 那覇市教育委員会 

委員長 新城 洋子  

 

 

那覇市立学校設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

 

 那覇市立学校設置条例の一部を改正する条例（平成15年那覇市条例第29号）の

施行期日は、平成16年 11月１日とする。 
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正    誤 
那覇市公報第１３９９号の正誤（選挙管理委員会） 

○那覇市公報第１３９９号の正誤 

平成１６年１１月１日付け那覇市公報第１３９９号の那覇市選挙管理委員会告

示第９９号について次のとおり訂正する。 

訂正内容 頁 訂正箇所 

訂正前 訂正後 

611 右上から１１行目 那覇市選挙管理委員会告

示第９９号 

那覇市選挙管理委員会告

示第６１号 
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